
 

 

 

令和８年度 生活交通改善事業計画 

（バリアフリー化設備等整備事業）（案） 

 

 

令和８年６月 日 

（名称）愛知県公共交通協議会 

（代表者名）会 長 多田龍介 

 

１．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

  少子高齢化社会の進展により増加傾向にある高齢者等が、地域公共交通機関を安心・快適に利

用して、通院・買物等の日常生活を営むためには、移動手段がバリアフリー化されることが望ま

しい。 

  こうした中、平成 18 年 12 月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

(バリアフリー新法)が施行され、これを受けて国では「移動等円滑化の促進に関する基本方針(平

成 18 年 12 月 15 日告示、令和８年４月１日改正)」を策定し、バリアフリー化の数値目標を掲げ

るに至ったところである。 

この基本方針の中で、バス車両については、「総車両数約五万五千台からバス車両の構造及び

設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両約一万台を除いた約四万五千台のうち、約九

十パーセントに当たる約四万台について、令和十二年度までに、ノンステップバスとする。」と

いう目標が示され、その実現に向けて、国庫補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地

域公共交通バリア解消促進等事業))による支援策等が講じられることとなった。 

  本県においても、ノンステップバスの導入は着実に進展しているものの、地域ごとに乗合バス

路線網を持つ事業者は異なることから、事業者ごとのノンステップバス車両比率が、地域ごとの

移動手段のバリアフリー化に大きな影響を与えている。 

  また、本年４月１日の基本方針改正により、ノンステップバスの導入目標を１０％引き上げて

おり、さらなる整備の推進が求められている。 

このため、国庫補助金を活用して、事業者ごとのノンステップバス車両の導入比率を高めるこ

ととし、県内全域にわたって、高齢者等が地域公共交通機関を利用しやすい環境を整備するとと

もに、地域公共交通全体の利用促進を図っていくこととする。 

資料５ 



（参考）ノンステップバス車両の導入割合 (令和 7年 3月 31 日現在)  

事 業 者 名 総車両数 

公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数 
ノンステップ 

導入比率 車両総数 
（内訳）ノンステップ 

   バス車両数 

名古屋市交通局 1,038 1,010 1,010 97% 

名鉄バス株式会社 667 583 525 79% 

豊鉄バス株式会社 109 103 32 29% 

知多乗合株式会社 65 62 45 69% 

あおい交通株式会社 78 78 40 51% 

豊栄交通株式会社 53 41 38 72% 

愛知つばめ交通株式会社 13 13 13 100% 

名鉄東部交通株式会社 17 14 1 6% 

計 8社 2,040 1,904 1,704 84% 

※車両数は、中部運輸局愛知運輸支局の調査結果に基づく。 

※以下に掲げる要件を満たす事業者のみ掲載 

①県内に主たる営業所を有すること 

②複数市町村を跨ぐ乗合バス路線を運行していること 

③車両数が 10 台以上であること 

 

２．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）目標 

   令和 12 年度末において、名鉄バス株式会社（名古屋市、尾張西部・北部・東部、西三河地

域において乗合バス路線を運行）及び知多乗合株式会社（知多地域において乗合バス路線を運

行）におけるノンステップバス車両の比率を、90％以上にすることを当面の目標とする。 

（２）効果 

   高齢者等の外出機会が増え、移動円滑化の促進や乗合バス事業の活性化に寄与する。 

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）内容 

   ノンステップバスの導入 

（２）実施事業者 

   名鉄バス株式会社、知多乗合株式会社 

 



４．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

令和８年度（当該年度） 

事業者 事業の名称 総事業費※ 

負担者別内訳 

国 都道府県 市区町村 事業者 

割合 割合 割合 割合 

名鉄バス 

株式会社 

地域公共交通

バリア解消促

進等事業 

518,765 千円 27,122 千円 - - 491,643 千円 

5.2% - - 94.8% 

知多乗合 

株式会社 

地域公共交通

バリア解消促

進等事業 

92,415 千円 7,000 千円 - - 85,415 千円 

7.5% - - 92.5% 

※見込額を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．計画期間 

事業者 
                  導入車両数 

営業所名（関係自治体） 
令和８年度 

名鉄バス 

株式会社 
名 古 屋 

（名古屋市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、日進市） 
３ 

岡    崎 

（岡崎市、豊田市、安城市） 
６ 

一    宮 

（一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、北名古屋市、豊山町、各務原市） 
４ 

春 日 井 

（春日井市、小牧市、岩倉市） 
４ 

津    島 

（名古屋市、津島氏、あま市、大治町） 
２ 

蒲    郡 

（蒲郡市、西尾市、碧南市） 
２ 

知    立 

（名古屋市、知立市、刈谷市、安城市、みよし市、日進市、東郷町） 
３ 

豊    田 

（豊田市、みよし市、日進市、東郷町） 
１ 

計 ２５ 

知多乗合 

株式会社 
半 田 

（半田市） 
２ 

東 海 

（東海市、知多市） 
３ 

計 ５ 

合計 ３０ 

 

 

 

 



６．協議会の構成員 

（１）愛知県公共交通協議会 

①国・地方公共団体 

・中部運輸局交通政策部 

・中部運輸局愛知運輸支局 

・中部地方整備局企画部 

・愛知県都市・交通局 

・県内市町村 

②公共交通事業者 

・県内で旅客鉄道路線を運行する事業者 

・公益社団法人愛知県バス協会及び県内で地域間幹線系統の運営主体となる事業者 

・愛知県タクシー協会及び名古屋タクシー協会 

・東海北陸旅客船協会 

③道路管理者 

・中部地方整備局名古屋国道事務所 

・愛知県建設局道路維持課 

④港湾管理者 

・愛知県都市・交通局港湾課 

⑤公安委員会 

・愛知県警察本部 

⑥利用者 

・愛知県商工会議所連合会 

・愛知消費者協会 

・一般社団法人中部経済連合会 

⑦学識経験者 

 

 

（２）愛知県公共交通協議会バス対策部会 

①都道府県 

・愛知県都市・交通局交通対策課 

②関係市町村 

・地域間幹線系統の沿線市町村 

③関係地方運輸局 

・中部運輸局愛知運輸支局 

④公共交通事業者 

・地域間幹線系統の運営主体となる運行事業者 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住所）名古屋市中区三の丸三丁目１番２号      

（所属）愛知県公共交通協議会（愛知県交通対策課内） 

（氏名）藤原 太陽                       

（電話）０５２－９５４－６１２４              

（e-mail）kotsu@pref.aichi.lg.jp              
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